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大台両の作業服への更衣・点呼場への移動は労働時間 

それが社会の常識です!! 

１．ＪＲ東日本会社では、就業規則で更衣時間が認められています。 

 ＪＲ東日本会社 [就業規則第５４条の２(更衣時間)] 

  会社は、制服の更衣のため、１勤務につき、実作業開始時刻前の５分間、実作業終了

時刻後に５分間を勤務したものとして取り扱う。 

 

２．「大丸・松坂屋百貨店」でも、更衣時間は労働時間として認め、過去に遡って時間外

賃金を支払っています。 

 

                (写) 
２０２３年３月 

    ○○ ○○様 

株式会社大丸松坂屋百貨店 

業務本部人材開発部 

 

     『指定された制服への更衣をおこなった場合の 

労働時間遡及対応』に関するお知らせ 

 

    拝啓 ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配 

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

     弊社は、法令・社会規範を遵守し、公正で透明な企業活動を行うことを徹底していま 
す。今般、適切な労働時間管理の観点から、指定された制服への更衣を義務付けている 
従業員の更衣時間を労働時間に算入することとしました。従業員の運用変更は２０２２ 
年９月１日から実施しておりますが、それ以前に同様の更衣が生じていた場合について 
は、過去に遡って時間外給としてお支払いさせていただきます。退職された皆様につい 
ても対象となりますので、ご連絡をさせていただきました。 
 支給額、振込み先など詳細につきましては、裏面をご参照いただきますようお願いい 
たします。 
 お手数をおかけいたしますが、ご理解の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

     

ＪＲ東海労は、社会常識に照らし、大台両の更衣・移動時間を労

働時間にすることを、公正で透明な企業活動を行うＪＲ東海会社に

求めます! 


